
当面の日程（案） 

  

７日（火） 

15:00 全体会合 とりまとめに向けた審議①(民主党提言、抜本改革調査会報告、 

個人所得課税、資産課税、市民公益税制、納税環境整備、地域主権改革と地方税制、

要望にない項目等) 

18:30 雇用ＰＴ（とりまとめ） 

 

８日（水） 

 

15:00 全体会合 とりまとめに向けた審議②(法人課税、雇用促進税制等、温暖化対策税、

専門家委員会報告(抜本改革)) 

 

９日（木） 

 

 

 

10日（金） 

 

16:30 全体会合(主要事項のとりまとめ案、要望関係の最終整理案、大綱骨子、政府･与党本部決定) 

 

11日（土） 

 

 

 

12日（日） 

 

 

 

13日（月） 

 

 

 

14日（火） 

 

未定 全体会合(大綱とりまとめ) 

 

15日（水） 
 

 

16日（木） 

 

 

 

大 綱 起 草 


